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会員さんの 

お店紹介(42) 

パディントンベーカリー 

 
名古屋市瑞穂区田辺通 3-23 
TEL：052-832-5828 
営業時間：8:30～19:30 
定休日：毎週日曜日 

７７７７月月月月１０１０１０１０日日日日((((日日日日))))はははは参院選参院選参院選参院選、、、、必必必必ずずずず投票投票投票投票にににに行行行行こうこうこうこう！！！！    

 

毎月 15 ⽇までの会費納⼊にご協⼒をお願いします。 会計 山崎孝⻲ 

「
ア

ベ
ノ

ミ
ク

ス
と

は
い

う
け

れ
ど

全
然

実
感

が
な
い
。
売
上
も
落
ち
た
」
「
子
ど
も
が
将
来
徴

兵
さ
れ
な
い
か
不
安
」
…
。
い
ま
、
安
倍
内
閣
の

進
め

る
強

権
政

治
に

不
安

と
怒

り
の

声
が

高
ま

っ
て
い
ま
す
。
 

 
７

月

10日
(
日

)
投

開
票

で
た

た
か

わ
れ

る
参

院
選
は
、
大
企
業
優
遇
・
国
民
生
活
破
壊
・
原
発

再
稼
働
・
憲
法
破
壊
の
暴
走
政
治
の
継
続
を
許
す

の
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
安

倍
内

閣
は

参
院

選
で

３
分

の
２

の
議

席
を

与
党
と
そ
の
補
完
勢
力
で
占
め
、
数
の
力
で
憲
法

改
悪
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
 

今
回
、
野
党
は
ア
ベ
暴
走
政
治
を
打
倒
し
、
国

民
本
位
の
政
治
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
戦
争
法
反

対
運

動
で

盛
り

上
が

っ
た

市
民

運
動

の
後

押
し

も
あ
り
、
全
国
で

32あ
る
１
人
区
す
べ
て
で
野
党

共
闘
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
 

 
愛

知
選

挙
区

は
定

数
１

増
の

４
人

と
な

り
ま

し
た
。
自
民
・
公
明
両
党
と
そ
の
補
完
勢
力
に
議

席
を
与
え
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

 
今
回
の
参
院
選
は
、

18歳
選
挙
権
が
実
現
し
て

は
じ
め
て
の
国
政
選
挙
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
日
本

を
担
う
若
い
世
代
に
禍
根
を
残
さ
な
い
た
め
に
、

民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
、
よ
く
考
え
て
投
票
を

し
ま
し
ょ
う
。
 
済
 

  

閑静な住宅街にある小さなパン屋さん 

閑静な高級住宅街にある創業 38 年の老舗「パデ

ィントンベーカリー」。もっちりとして美味しいと

評判の食パンはもちろん、具材にこだわった手作り

のサンドイッチも大人気です。お近くにお立ち寄り

の際にはぜひおこしください。 

オーナーの小林

弘嗣さん 

毎年大好評！ 小豆島の 
 

  

1.8ｋｇ 2,200 円 

 

あなたの一票で未来を変えよう！  アベ政治に国民の審判を！  

 

 

 

源泉所得税(給料の預かり税金)は、１～６

月分をまとめて７月 11 日(月)までに収める

ことになっています(納期の特例を受けてい

る場合)。納める税額がない人でも、納付書

に「０」と書いて提出しなければなりません。

この実務を下記の日程で行いますので、ぜひ

ご参加ください。 

 
 
 
 
 
 
 

 

②７月４日(月) １０時～１２時 

③７月７日(木) １４時～１６時 
いずれも民商事務所にて開催 

 (上記日程では時間が合わないという方
は事務所までご連絡ください。) 

 

 

（ 持ってくるもの） 
① 従業員、専従者、役員などの給与明細 
（できれば『源泉徴収簿』に記入してご持参ください） 
② 年末調整の時に使った納付書 
（見当たらない場合は事前にお知らせください） 

 
大人気！ サンドイ

ッチは種類も豊富 
 

  

「予定納税が払えない…」そんなときは減免申請を積極的に活用しよう！ 

    
所
得
税
の
予
定
納
税
通
知
が
届
い

て
い
ま
す
。
予
定
納
税
と
は
、
昨
年

度
の
所
得
税
額
(予
定
納
税
基
準
額
)

が

15万
円
を
超
え
た
場
合
に
、
今
年

度
の
所
得
税
の
一
部
を
あ
ら
か
じ
め

納
入
す
る
制
度
で
、
１
期
分
の
納
期

限
は
７
月
末
ま
で
、
２
期
分
は

11月
末
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

減
免

申
請

は
７

月

15日
ま

で
に
！

 
 
６
月
末
の
状
況
で
、
そ
の
年
の
所

得
税
の
見
積
額
が
基
準
額
よ
り
も
少

な
く
な
る
人
は
、

７
月

15日
ま

で
に

所
轄
の
税
務
署
に
「
予
定
納
税
額
の

減
免
申
請
書
」
を
提
出
し
て
承
認
さ

れ
れ
ば
予
定
納
税
額
は
減
額
さ
れ
ま

す
。
（
２
期
分
は

11月

15日
ま
で
） 

 
減
額
申
請
を
せ
ず
に
納
期
限
を
過

ぎ
た
場
合
、
延
滞
税
が
課
せ
ら
れ
る

の
で
、
申
請
は
早
め
に
お
願
い
し
ま

す
。
詳
し
く
は
事
務
所
ま
で
。
 

全商連作成の参院選チ
ラシを折り込みました。 

ご一読の上、投票の参考
としていただければ幸い
です。 


